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生
活
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環
境
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通
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情
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み
ん
な
の
広
場

く
ら
し
の
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報

ま
な
び
の
部
屋

健
康
ラ
イ
フ

 

医
療
費
受
給
資
格
申
請
と
更
新
手
続
き

 

該
当
す
る
場
合
は
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　
市
民
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
５
８

　
牛
窓
支
所

　

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
４
３
１

　
長
船
支
所

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

２
０
０
１

　
裳
掛
出
張
所

　

☎
０
８
６
９-

２
５-

０
０
０
４ 

 

切
り
替
え
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

　

瀬
戸
内
市
国
民
健
康
保
険
で

は
、
６
月
か
ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
利
用
促
進
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、

新
薬
の
特
許
期
間
が
過
ぎ
て
か

ら
、
効
き
目
や
安
全
性
が
実
証

さ
れ
て
い
る
薬
と
主
成
分
が
同

じ
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
審
査
さ

れ
、
厚
生
労
働
省
に
よ
り
製
造
・

販
売
が
承
認
さ
れ
た
安
価
な
薬

の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
通
知
書
は
、
現
在
処
方

さ
れ
て
い
る
新
薬
（
先
発
医
薬

品
）
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）
に
切
り
替
え
た

場
合
に
薬
代
が
ど
の
く
ら
い
削

減
で
き
る
の
か
、
そ
の
一
例
を

お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替

え
が
進
む
こ
と
に
よ
り
、
皆
さ

ん
一
人
一
人
が
医
療
機
関
な
ど

の
窓
口
で
支
払
う
薬
代
が
安
く

な
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康

保
険
税
の
額
を
抑
え
る
こ
と
も
期

待
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
す
べ
て
の
病
気
お

よ
び
新
薬
に
対
し
て
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
た
め
、
切
り
替
え
が
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

通
知
書
は
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
で
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る

と
、
薬
代
が
安
く
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
人
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
へ
の
切
り
替
え
は
、
医
師
・

薬
剤
師
と
十
分
に
相
談
し
、
納

得
し
た
上
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
７
９
０

　

心
身
障
害
者
、
ひ
と
り
親
家

庭
な
ど
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、

保
険
診
療
に
か
か
る
自
己
負
担

額
か
ら
一
部
負
担
金
を
引
い
た

額
を
公
費
で
負
担
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
人
は
、
申
請
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
現
在
、
受
給
資
格
証

を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、
６
月

中
旬
ご
ろ
に
更
新
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
６
月
29
日

（
金
）
ま
で
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。

①
心
身
障
害
者
医
療
費
公
費
負

　

担
制
度

▽
対
象
者

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級

　
を
所
持
し
て
い
る
人

　

・
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
を
所
持
し

　
て
い
る
人

※ 

平
成
18
年
10
月
以
降
に
手
帳

を
新
規
取
得
し
た
人
は
、
手

帳
交
付
時
年
齢
が
65
歳
未
満

の
場
合
の
み
対
象
で
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
物

　

・
健
康
保
険
証
、
平
成
23
年
分

の
所
得
が
分
か
る
物
（
源
泉

徴
収
票
や
確
定
申
告
書
の
写

し
な
ど
）

※
本
人
お
よ
び
本
人
と
同
じ
健

　

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

　

全
員
分
。
平
成
24
年
１
月
１

　

日
以
降
に
瀬
戸
内
市
に
転
入

　

し
た
人
は
前
住
所
地
発
行
の

　

平
成
24
年
度
所
得
課
税
証
明

　
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
印
鑑
（
認
印
）

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療

　
育
手
帳

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
公

　

費
負
担
制
度

▽
対
象
者

　

・
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し

　

て
い
る
配
偶
者
の
な
い
人
と

　
そ
の
児
童

　

・
父
母
の
い
な
い
児
童

　

・
父
母
の
い
な
い
児
童
を
養
育

　
し
て
い
る
配
偶
者
の
な
い
人

※
所
得
税
非
課
税
の
人
が
対
象

　

で
す
。
な
お
、
平
成
23
年
分

　

所
得
か
ら
、
16
歳
未
満
の
年

　

少
扶
養
控
除
と
16
〜
18
歳
の

　

特
定
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
分

　

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

　

れ
ら
の
控
除
が
引
き
続
き
あ

　
る
も
の
と
し
て
判
定
し
ま
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
物

　

・
健
康
保
険
証
、
平
成
23
年
分

　

の
所
得
が
分
か
る
物
（
源
泉

　

徴
収
票
や
確
定
申
告
書
の
写

　
し
な
ど
）

※
本
人
お
よ
び
本
人
と
同
じ
健

　

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

　

全
員
分
。
平
成
24
年
１
月
１

　

日
以
降
に
瀬
戸
内
市
に
転
入

　

し
た
人
は
前
住
所
地
発
行
の

　

平
成
24
年
度
所
得
課
税
証
明

　
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
印
鑑
（
認
印
）

　

・
在
学
証
明
書
ま
た
は
生
徒
手
帳

※
４
〜
６
月
生
ま
れ
の
高
校
２

　

年
生
の
子
ど
も
ま
た
は
高
校

　
３
年
生
の
子
ど
も
が
い
る
場
合

６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
た
め
、注
意
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
提
出
さ
れ
た
現
況
届
を

も
と
に
、
所
得
制
限
に
か
か
る
か

ど
う
か
を
審
査
し
ま
す
。
夫
婦
の

う
ち
、
高
い
方
の
所
得
が
限
度
額

以
上
の
場
合
は
、
当
分
の
間
、
特

例
給
付
と
し
て
児
童
１
人
に
つ
き

一
律
５
、０
０
０
円
を
支
給
し
ま

す
。
そ
れ
以
外
の
人
は
、
こ
れ
ま

で
と
同
じ
支
給
金
額
で
す
。

▽
支
給
対
象
者

　
瀬
戸
内
市
内
に
住
所
を
有
し
、

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

▽
支
給
対
象
と
な
る
児
童

　
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
国
内
に

住
所
を
有
す
る
児
童

※
海
外
留
学
し
て
い
る
場
合
に
は

　
条
件
に
よ
り
支
給
対
象
と
な
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
現
況
届
提
出
期
限

　
６
月
30
日
（
土
）

※
窓
口
で
の
受
付
は
、
平
日
の
午

　
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15

　
分
ま
で
で
す
。

※
郵
送
の
場
合
は
、
子
育
て
支
援

　
課
に
書
類
が
到
着
し
た
日
が
提

　
出
日
と
な
り
ま
す
。

※
記
入
漏
れ
や
添
付
書
類
不
足
な

　
ど
が
あ
る
場
合
は
、
再
度
提
出

　
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
７
　

 

独
り
で
悩
ま
ず
相
談
し
よ
う

 

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
岡
山
地
方
法
務
局
お
よ
び
岡
山

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

６
月
25
日
（
月
）
か
ら
７
月
１
日

（
日
）
ま
で
の
７
日
間
の
全
国
一

斉
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
に
合
わ
せ
て
、
電
話
相

談
窓
口
を
増
設
し
、
時
間
延
長
を

実
施
し
ま
す
。

　
学
校
で
の
い
じ
め
、
教
職
員
に

よ
る
体
罰
、
保
護
者
に
よ
る
虐
待

な
ど
、
誰
に
も
相
談
で
き
ず
に
悩

ん
で
い
ま
せ
ん
か
。

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で

は
、
専
用
相
談
電
話
「
子
ど
も
の

人
権
１
１
０
番
」
を
通
じ
て
、
子

ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題
に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。
独
り
で
悩
ま
ず

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
相
談
は
、
法
務
局
職
員
お
よ
び

人
権
擁
護
委
員
が
担
当
し
ま
す
。

▽
開
設
日
時

　

・
６
月
25
日
（
月
）
〜
29
日
（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

　

・
６
月
30
日
（
土
）
〜
７
月
１
日
（
日
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

※
右
記
の
強
化
週
間
以
外
も
人
権

　
相
談
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け

　
て
い
ま
す
。

　

・
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分                 

   （
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

■
相
談
先

　

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０

　
︵
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
︶

　
４
月
１
日
か
ら「
子
ど
も
手
当
」

が
「
児
童
手
当
」
に
変
わ
り
ま
し

た
。
支
給
要
件
、
支
給
金
額
は
平

成
23
年
10
月
か
ら
の
特
別
措
置
法

に
よ
る
「
子
ど
も
手
当
」
と
同
じ

で
す
が
、
６
月
分
の
手
当
か
ら
は

所
得
制
限
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
３

月
31
日
ま
で
子
ど
も
手
当
の
受
給

者
だ
っ
た
人
は
、
４
月
１
日
に
自

動
的
に
児
童
手
当
受
給
者
に
切
り

替
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
児
童
手
当
受
給
者
は
、
現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
す
。
対
象
者
に

は
５
月
末
に
現
況
届
の
用
紙
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
６
月
中
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
況
届
は
、
児
童
手
当
を
引
き

続
き
受
け
る
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。
提
出
し
な
い
場
合
、

 

子
ど
も
手
当
が
児
童
手
当
に
変
わ
り
ま
し
た

 

６
月
中
に
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

所得制限限度額表
扶養親族
等の人数 所得額 収入額の目安

0 人 6,220,000 円 8,333,000 円

1 人 6,600,000 円 8,756,000 円

2 人 6,980,000 円 9,178,000 円

3 人 7,360,000 円 9,600,000 円

4 人 7,740,000 円 10,021,000 円

5 人 8,120,000 円 10,421,000 円

支給金額（月額）
所得が限度額未満の場合

3 歳未満 15,000 円

3 歳以上小学校
修了前まで

第 1 子 10,000 円

第 2 子 10,000 円

第 3 子以降 15,000 円

中学生 10,000 円

所得が限度額以上の場合

一律 5,000 円

　行政からのお知らせ
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第
５
期
介
護
保
険
料
が
決
定

基
準
額
は
６
４
、８
０
０
円
（
年
額
）

　
介
護
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間

で
ど
の
よ
う
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が

ど
れ
く
ら
い
必
要
に
な
る
か
の
見

込
み
を
考
慮
し
て
３
年
ご
と
に
見

直
し
を
行
い
、
基
準
額
を
定
め
て

い
ま
す
。

　
平
成
24
年
４
月
か
ら
の
第
５
期

（
平
成
24
〜
26
年
度
）
で
は
、
増

大
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
に
対

応
す
る
た
め
、
第
１
号
被
保
険
者

介
護
保
険
料
の
基
準
額
を
月
額

５
、４
０
０
円
に
設
定
し
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
の
財
源
は
、
保
険

料
が
50
％
、
公
費
（
税
金
）
が

50
％
で
す
。保
険
料
50
％
の
う
ち
、

29
％
は
40
〜
64
歳
の
人
（
第
２
号

被
保
険
者
）
が
、
21
％
は
65
歳
以

上
の
人（
第
１
号
被
保
険
者
）が
、

負
担
し
、
公
費
（
税
金
）
50
％
の

う
ち
、
25
％
は
国
が
、
残
り
の

12
・
５
％
ず
つ
を
県
と
市
が
負
担

す
る
し
く
み
で
す
。

　
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
安
心
し

て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
保
険
料
は
必
ず
納
め

ま
し
ょ
う
。

▽
納
付
方
法

︻
普
通
徴
収
︼

　
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ

り
保
険
料
を
納
め
て
い
る
人
に

は
、
４
月
に
仮
算
定
納
付
書
、
６

月
に
本
算
定
納
付
書
を
送
付
し
ま

す
。
納
期
月
は
４
、６
、８
、
10
、

12
、
２
月
で
す
。

︻
特
別
徴
収
︼

　
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

は
、
保
険
料
の
年
額
を
、
年
金
の

支
払
い
月
の
年
６
回
に
分
け
て
天

引
き
す
る
特
別
徴
収
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
６
月

に
本
算
定
納
付
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。
納
期
月
は
、
４
、６
、８
、

10
、
12
、
２
月
で
す
。

※
65
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
人
や

　
転
入
し
て
き
た
人
な
ど
は
、
特

　
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
に
な

　
る
ま
で
、
６
カ
月
か
ら
１
年
程

　
度
か
か
り
ま
す
。
普
通
徴
収
に

　
よ
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

・
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
つ
い
て

　

い
き
い
き
長
寿
課

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
２
６

　

・
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

　

税
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

介護サービス費の実績（平成 16 ～ 22 年度）
と推計（平成 23 ～ 26 年度）

瀬 戸 内 市 に
住 む 65 歳
以 上 の 人 の
人数

瀬戸内市の保険料の基準額
64,800 円（年額）

5,400 円（月額）

× ÷

基準額の算出方法

所得段階ごとの保険料計算式および保険料年額
所得
段階 対象者 保険料

計算式
保険料

（年額）

第１
段階

生活保護を受けている人および世
帯全員が住民税非課税で、老齢福
祉年金（※１）を受けている人

基準額
× 0.50 32,400 円

第２
段階

世帯全員が住民税非課税で、前年
の合計所得金額（※２）と課税年
金収入額の合計が 80 万円以下の人

基準額
× 0.50 32,400 円

第３
段階

世帯全員が住民税非課税で、第２
段階以外の人

基準額
× 0.75 48,600 円

第４
段階

世帯の誰かに住民税が課税されて
いるが、本人は住民税非課税で前
年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が 80 万円以下の人

基準額
× 0.90 58,300 円

第５
段階

世帯の誰かに住民税が課税されて
いるが、本人は住民税非課税で第
４段階以外の人

基準額
× 1.00 64,800 円

第６
段階

本人が住民税課税で、前年の合計
所得金額が 190 万円未満の人

基準額
× 1.25 81,000 円

第７
段階

本人が住民税課税で、前年の合計
所得金額が 190 万円以上 400 万円
未満の人

基準額
× 1.50 97,200 円

第８
段階

本人が住民税課税で、前年の合計
所得金額が 400 万円以上の人

基準額
× 1.60 103,600 円

※ 1 老齢福祉年金…明治 44 年 4 月 1 日以前に生まれた人などで、
一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給され
る年金。

※ 2 合計所得金額…「収入金額」から「必要経費の相当額」を差
し引いた額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前
の金額。

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ

の
サ
ー
ビ
ス
を
次
の
と
お
り
行
っ

て
い
ま
す
。

　
事
業
の
提
供
に
よ
り
、
自
立
が

阻
害
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。
訪
問
調
査
を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
こ
に
記
載
し
た
以
外

に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

①
高
齢
者
等
見
守
体
制
整
備
事
業

　
高
齢
者
が
自
宅
で
事
故
や
病
気

で
動
け
な
く
な
っ
た
と
き
に
発
見

が
遅
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
通
報

装
置
の
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
で
発

信
さ
れ
る
救
助
通
報
に
対
応
す
る

事
業
で
す
。
月
額
５
５
０
円
の
自

己
負
担
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
者

　
病
弱
な
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の

人
な
ど

②
配
食
に
よ
る
高
齢
者
等
見
守
事
業

　
健
康
状
態
の
把
握
、
孤
独
感
の

解
消
、
安
否
の
確
認
の
た
め
、
食

事
の
配
達
（
月
〜
金
曜
日
、
１
日

１
食
）
を
行
う
事
業
で
す
。
自
己

負
担
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
者

　
調
理
な
ど
が
困
難
な
高
齢
者
の

み
の
世
帯
の
人
な
ど

③
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

　

寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
を

介
護
し
て
い
る
家
族
に
介
護
用

品
（
紙
お
む
つ
、尿
取
り
パ
ッ
ト
、

使
い
捨
て
手
袋
、
お
し
り
ふ
き

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
）
の

購
入
費
用
の
一
部
を
支
給
す
る
事

業
で
す
。

▽
対
象
者

　
要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ

れ
た
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て

い
る
同
居
の
家
族
（
市
民
税
非
課

税
世
帯
に
限
る
）

④
軽
度
生
活
援
助
事
業

　
在
宅
生
活
を
行
っ
て
い
る
高
齢

者
の
み
の
世
帯
に
対
し
て
、
食
材

の
買
い
物
支
援
（
自
立
支
援
サ
ー

ビ
ス
）
や
、
家
周
り
の
軽
微
な
手

入
れ
支
援（
生
活
環
境
サ
ー
ビ
ス
）

　
保
健
福
祉
部
邑
久
分
室

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
８
１
０

　
牛
窓
支
所

　

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
４
３
１

　
裳
掛
出
張
所

　

☎
０
８
６
９-

２
５-

０
０
０
４

 

お
越
し
く
だ
さ
い

 

小
・
中
学
校
の
教
科
書
展
示
会

　　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
教
科
書

の
調
査
・
研
究
と
、
市
民
の
皆
さ

ん
に
教
科
書
と
教
科
書
の
採
択
制

度
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

た
め
、
教
科
書
展
示
会
を
開
催
し

ま
す
。

　
小
・
中
学
校
で
使
用
し
て
い
る

教
科
書
を
展
示
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
日
時

　
６
月
15
日
（
金
）
〜
29
日
（
金
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
月
曜
日
を
除
く

▽
場
所

　
牛
窓
町
公
民
館

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
学
務
課

　

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
９
６
８

を
行
う
事
業
で
す
。
自
己
負
担
が

必
要
で
す
。

▽
対
象
者

　︻
自
立
支
援
サ
ー
ビ
ス
︼

　
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障

が
あ
る
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
で
、
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
人

　︻
生
活
環
境
サ
ー
ビ
ス
︼

　
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世

帯
で
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
や
身
体
的
、
精
神
的
な
疾
患
を

理
由
に
、
自
分
で
庭
木
な
ど
の
剪

定
が
で
き
な
い
た
め
、
近
隣
に
迷

惑
を
か
け
る
恐
れ
の
あ
る
人

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　
い
き
い
き
長
寿
課

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
８

高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介

上
手
に
利
用
し
て
負
担
を
軽
減
し
ま
し
ょ
う

　将来受け取る老齢基礎年金を増やしたい
人のために、付加年金の制度があります。
　制度を利用できるのは、国民年金第 1 号
被保険者または任意加入者です。申請月か
ら国民年金の定額保険料（平成 24 年度：
14,980 円）に「付加保険料（月額 400 円）」
を上乗せして納付します。
　付加保険料を納付すると、老齢基礎年金
に付加年金が上乗せされます。付加年金の
年金額は 200 円×付加保険料納付月数です。
　老齢基礎年金の受給開始から２年間で、
納めた付加保険料相当分の年金を受け取る
ことができます。
　老齢基礎年金を繰り上げ受給、または繰
り下げ受給した場合、付加年金も同様に繰
り上げ・繰り下げされ、老齢基礎年金の減
額率・増額率に応じて減額・増額されます。
　制度の利用を希望する人は、年金手帳と
印鑑を持参のうえ、市役所市民課、各支所・
出張所の窓口で手続きをしてください。
※農業者年金の加入者は、付加保険料を納

めなければなりません。
※国民年金基金の加入者は、付加保険料を

納めることができません。
■問い合わせ先
　市民課　☎０８６９ - ２２ - １７９０
　岡山東年金事務所　☎０８６ - ２７０ - ７９２８

付加年金をご存知ですか？

ねんきんのおはなし♪

＝

65 歳以上の
人の負担分
21％

瀬 戸 内 市 で
必 要 な 介 護
サ ー ビ ス の
総費用

( 億円）

( 年度）




